
	
事業名称完了実績報告書

	令和６年度加美町空家等相談会運営業務

	事業主体名
	一般社団法人復興支援士業ネットワーク

	対象地域
	宮城県加美郡加美町

	事業概要
	· 空き家を空き家バンクに登録させ不動産流通ベースに乗せる事で空き家状態解消を目指す。
· 空き家の適正管理や活用（賃貸･売買）もしくは解体に至るまで様々な相談に対応するように相談会を実施する｡
· 相談会を通じて空き家をどの様に有効活用するかどう管理するか、共に考え所有者や地域にとってベストな対応を行う。
· 空き家が出ない様に相続登記の徹底や空き家バンクへの登録を主眼とし、空き家発生予防の見地から成年後見、遺言書の作成等の指導も併せて実施する。

	事業の特徴
	· 行政と地域の専門家等との連携体制の構築
· 相談会の実施　令和6年10月から令和7年1月まで計4回

	成果
	空き家解消に関する提案
· 相談会4回開催　相談件数28件、延件数37件、現場調査5件
内訳10月8組実組数8組・11月14組（うち１組は2回目）実組数　13組・12月6組（うち2組は2回目）実組数4組・1月9組（うち6組は2回目）実組数3組
· 空き家バンク登録　件保留　件　

	今後の主な課題
	・令和4年度調査結果により空き家件数が456件と公表された。平成27年調査417件と比較して39件と増加した。10年以上手つかずの物件が多い事に加えて、加美町の人口流失も原因の一つだと考察する。いかに空き家解消に繋げるか。
・長い間（10年以上）放置していた空き家が多い。それ故に空き家の再活用が難しく、また空き家を処分しないと行けない案件が多い。だが、処分するには200万円程費用がかかる。その為土地を売却しても解体費用等を捻出出来ない事例が多い。



１．事業の内容
（１）事業の概要と手順
1 専門家による連携体制の構築
当社団は、専門家の連携による相談体制の構築と相談に対応・相談に基づき課題解決につながるアドバイス・補助金情報の提供。空き家改修のためのプレゼン。空き家の発生抑制、除却、利活用等の実施と結果を相談者に報告。これにより空き家住宅所有者をはじめ市民の方々の受容する効果は、①きめ細やかなサービスの受領②住み良さ暮らしやすさの向上③地域への愛着の向上④多様な交流促進⑤心の豊かさの向上⑥地域または相談者の課題解決または課題整理⑦賃貸収入および不動産売却益が見込める。空き家利用者が需要する効果は①格安で空き家を借りられる。特に地方の場合は移住促進のために相場よりも物件価格が安く設定されていたり、不動産仲介業者へ仲介手数料を払わずに物件を買ったり、借りたりできる。②空き家バンクを通じて移住者が増えると、地域の人口が増え、地域活性化につながる。


2 相談会の実施
相談会の開催回数及び方法、及び現地調査・記録及びその後のフォローに分けて説明する。相談会では、相続登記義務化の前に空き家の解消としての相続登記の徹底と空き家バンクへの登録、空き家予備軍を出さない為に成年後見、遺言書の作成等の指導を同時に実施した。なお、相談者から相談料を取らないものとする。
· 相談会の開催回数は、町民の方々忙しい稲刈りの時期等を考慮して１０月～翌年１月までの間に４回とする。なお、一人の方の相談は2回までとした。なお、不動産調査が少なかったため1月にも開催した。
· 開催に際しては、稲刈りが終わり、行事などが落ち着く秋を中心に集中的に開催をした。
· 相談会の開催方法と記録は以下の通りとした。まず相談者が来訪したら、相談内容をファイナンシャルプランナーが現状について聞き取り論点を整理する。１回目の相談は、聞き取った情報をもとに行政書士・宅地建物取引士・司法書士が中心になって相談者から詳細に聴取を行う。第１回目の相談会で現状の認識とその対応、手順を追って説明をする。その際、２回目の相談に必要な書類・写真・資料の提出をお願いした。１回目の相談が終わったら、相談シートを基に専門家同士で打合せを行い方針決定した。現地調査が必要な場合、相談に応対した者を中心に団体として責任をもって対応した。２回目の相談は、現地調査の結果を基に等空き家住宅に関する専門家の意見を踏まえ不動産実務・法務・税務・清掃・リフォーム等解決策の提示・説明を行う。相談会ではお金部分はファイナンシャルプランナーと税理士が対応する。リフォームでは建築士が対応する。行政担当者と複数の有資格者が連携対応する事で、空き家バンクへの登録と活用を進めた。
· 相談会後のフォローは以下の通りとした。相談会での相談内容や論点整理した内容はコピーをした上で相談者に渡す。相談終了後の動向調査の実施方法は、相談会終了後に実施する現場実調の際や電話で確認する事で動向調査を実施した。相談会では、相談者が中々理解出来ない場合や一度理解したがまた解らなくなったというケースもある。その際は電話・メール・FAXで詳しく丁寧に何度も説明する事を心掛けた。リフォームについて提案した時は、分かり易くかつイメージしやすいようにした。

3 相談会の開催
相談会は、以下の様に実施した。
· 一人の相談は２回受けるものとし、相談者から相談料を受領しない事とした。
· 相談者が予約の申し込みが来たら、相談内容を、ファイナンシャルプランナーが現状について細かく詳しく聞き取り、論点整理をした。１回目の相談は、ファイナンシャルプランナーが聞き取った情報をもとに行政書士・宅地建物取引士・司法書士が中心になって相談者からニーズの聞き取りを実施した。空き家をどの様にしたら良いのかという事態になった場合、第１回目の相談会で現状の認識とその対応等、手順を追って説明を実施した。その際、２回目の相談に必要な書類・写真・資料の提出の依頼をした。
· １回目の相談終了後、相談シートを基に専門家同士で打合せを行う事で物件調査及び解決に向けた方針を決定した。現地調査が必要な場合は、団体の責任として対応する事とした。
· ２回目の相談は、現地調査の結果を基に、建築士・税理士・司法書士・解体業者等空き家住宅に関する専門家の意見を踏まえ不動産実務・法務・税務・福祉等解決策の提示・説明を実施した。
· 解体業者の紹介を実施した。
· 相談会では、空き家が新規に出ない様に、相続登記の徹底を促す事とした。また、相談内容によっては、成年後見制度の説明、遺言書の作成の指導も実施した。
· 相談者が所有する空き家を、加美町空き家バンクへの登録を提案する際には、加美町役場の職員も相談員として同席の上対応する事とした。
· 相談会開催時には、加美町が発行した空き家対策のリーフレットを積極的に配布する事で、空き家対策の重要性の普及に努めた。
· 相談会終了後、復興支援士業ネットワークでは、相談終了後に相談シートを基に実施する専門家同士での打合せとは別に、代表理事及び担当理事が団体として無料相談会における相談内容の検証を行った。検証の結果、相談者に対してフォローが必要と判断した案件は、代表理事から相談者及び加美町に対して調査する旨の連絡をすると共に不動産調査を実施することにより取りこぼしがないように注力した。
図 1相談会日程表
	実施日/受付時間
	１０：００～１５：００

	１０/２６（土)
	やくらい文化センター大・小会議室
加美町字中原南105

	１１/１６(土）
	中新田公民館第1研修室・第2研修室
加美町字一本杉63

	１２/７ (土）
	中新田公民館第1研修室・第2研修室
加美町字一本杉63

	１/１１（土）
	中新田公民館第1研修室・第2研修室
加美町字一本杉63




4 不動産調査の実施
不動産調査委依頼を受けて、現地調査（地勢・隣接地利用状況・公園や利便施設）、登記事項調査（登記事項証明書・地積測量図・公図）、役所調査（建築基準法関係・都市計画法関係の調査・その他の法令関係の調査）を実施した。
· 現地調査
1. 地勢…平坦地か傾斜地か等と付近にある崖の存在等、「役所調査」での調査内容に関係する物件状況を確認。
2. 隣接地利用状況…重要事項説明に隣接地の利用状況を説明するケースあるので、隣接地所有者情報は境界確認にも必要であり、登記事項の調査に加え現地調査を実施。
3. 公園や利便施設…公園や商店街など生活利便施設の充実度をはじめ学校区や学校までの距離の調査。
· 役所調査
1. 建築基準法関係・都市計画法関係の調査…都市計画や開発行為に関する制限内容、用途地域による各種の制限内容の確認。道路の種類と幅員の調査は自治体または都道府県道。国道は都道府県の担当部署で実施した。既存建物がある場合は建築確認や検査済証の交付確認をした。
2. その他の法令関係の調査…宅地建物取引業法施行令第3条では、説明すべき法令による制限として、建築基準法と都市計画法及びその他の法令を53項目指定している。対象物件に関わる制限の内容は自治体の担当部署で確認をした。


5 相談内容

1 
2 
3 
4 
5 
6 
相談内容は、主に、今住んでいる家を将来空き家にならない様にするにはどうしたらいいのか、空き家の売却と賃貸で貸せないか。保有している土地・建物を有効活用したい。自宅を売却したいが、相続登記が終っていない。不動産の生前贈与について。不動産を相続した場合の、相続手続きに関して教えて欲しい。例えば遺言書の作成等についてなどがあった。代表的な事例を５つ挙げる。
· 相談内容（ケース1）
加美町内に、親族名義の自宅がある。数年来継続して相談を受けている案件である。土地建物の処分を検討している。建物については解体を考えている。処分価格はどのくらいになるか。建物解体に助成金は出るのかを知りたい。
· 解体業者を紹介の上価格交渉とその後
解体業者を紹介。その後解体業者が現地調査と見積書を提示。現在価格交渉中
· 相談を受けてのコメント
加美町では、空き家を処分したくても処分できない事例がよくある。その理由は不動産価格よりも処分費用が高く、売却しても損をする事例が多いからである。また、空き家処分に関して仙台市のように助成金がないので、空き家解消に進まない一因であることが考察される。

· 相談内容（ケース２）
加美町内にある物件（建物・倉庫）について。現在空き家バンクに登録を検討している。物件は12年前に空き家になり水道には水漏れ・天井に雨漏りもがある。現在屋内には、家財道具が残っている。
· 不動産調査
相談を受けて、現場に建物の状況等実地調査。修繕可能かどうか。その後の利活用が可能かどうかを中心に調査。
· 現場調査を受けての提案
倉庫や家屋にある水道には水漏れ・天井に雨漏りもは、修理が可能とのこと。利活用できると説明。なお屋内にある仏壇についてはお寺との話し合いを進めた。空き家バンクの登録は修理や家財道具の搬出後になる旨の説明をした
· 相談を受けてのコメント
加美町では、空き家バンクへの登録を検討する所有者が多い。空き家バンクを登録をした物件は、意外と売買や賃貸借契約に結び付く。この数年来の相談会の成果の一つといえる事例である。

· [bookmark: _Hlk192497199]相談内容（ケース３）
加美町内にある物件について。2年前に亡くなった夫の父が借金の取り立てとして土地を譲り受ける。その後夫の父が亡くなり、物件の名義は夫となっている。現在、債務者の息子が勝手に住んでいるようである。そのものはうつ病で生活保護を受けているらしく話ができない。困っていることに夫が亡くなり10年分の固定資産税80万円の請求が来て何とか支払いをした。しかし、今後も税金の請求が続くとなると困る。自分が住んでいない上に他人が勝手に居座っている土地の税金を支払い続けたくはない。息子達からはこの物件は必ず始末をつけてほしいといわれている。処分するにはどうしたらいいか教えてほしい
· 相談を受けての提案
選択肢としては、1居住者本人と話をして出て行ってもらい、売却する。２不動産屋に売却を相談する。３居住建物の土地とそうでない土地を分筆して、分筆部分を売却する。４居住者に裁判をして出て行ってもらい、売却する。があり得る。相談者としては、現地の不動産屋に売却できるのか、いくらくらいになるのかを聞いてみて、売れる見込みがあるのであれば、弁護士に裁判を頼む方法も含め、依頼するかもしれない。そうでないならば、分筆して売れる部分だけでも売ることを考えている。とのことでした。
· 相談を受けてのコメント
加美町で相談会を始めて初めて発生した係争中案件である。今回は、事前に資料を送ってもらい専門家による検討会議で弁護士による対応がふさわしいと決議した上で、弁護士に対応を依頼した。空き家物件の中にはこのような案件もあるものと思われる。本事例は自分自身でやるのは非常に難しい案件である。その為には、経費は掛かるが専門家を入れて対応すべきであると提案した。

· 相談内容（ケース４）
加美町内にある物件の処分について。現在相続がされていない建物と、未登記の建物が同じ土地に一緒にある。なお、土地の登記はされている。未登記の建物は解体予定である
· 不動産調査
相談を受けて、現場に建物の状況等実地調査。併せて役場及び法務局で権利関係を調査
· 現場調査を受けての提案
未登記の建物については、登記の上抹消登記を土地家屋調査士に依頼することを提案して対応していただくことになった。土地のみ空き家バンクに登録することで話を進めたらどうかと提案。
· 相談を受けてのコメント
空き家を売却するにしても当面の間は管理が必要である。空き家維持管理費用は当然発生する。しかし、空き家を負動産にするわけにいかない。空き家の放置は、近隣に多大な迷惑をかける。空き家を放置すべきではない。

· 相談内容（ケース５）
加美町内にある身内の家屋について。処分をしたい。相続土地国庫帰属制度が活用できないか。
· 不動産調査
相談を受けて、現場に建物の状況等実地調査。併せて役場及び法務局で権利関係を調査
· 相談を受けての提案
調査をした結果、住宅街に物件があるものの土地の売却が難しい場所であった。家も古く空き家バンクの登録もできない状況である。空き家を取り壊すにも200～300万程度発生するのでなかなか解決策が見いだせない状況である。他の町で成功した事例として、知り合いで引き取ってくれる人がいないか探してみるのはどうかと提案した。法務局に国庫帰属制度について相談をしたが、制度を使う場合建物の解体が必要である、費用が掛かるので難しいとのことであった。知り合いで引き取ってくれる人がいないか探してみるとのことであった。
· 相談を受けてのコメント
空き家の処分に相続土地国庫帰属制度の活用を検討した初めての事例である。相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっている。　この様な土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈（遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること）によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月にスタートした。
加美町では、空き家を処分したくても処分できない事例がよくある。その理由は不動産価格よりも処分費用が高く、売却しても損をする事例が多いからである。何か空き家処分に関して助成金制度の設立が待たれるところである。

（２）成果
空き家解消に関する提案
相談会4回開催　相談件数28件、延件数37件、現場調査5件
内訳10月8組実組数8組・11月14組（うち１組は2回目）実組数　13組・12月6組（うち2組は2回目）実組数4組・1月9組（うち6組は2回目）実組数3組
　空き家バンク登録1件保留１件　

３．評価と課題
①主な評価
1. 本年（相談件数28件、延件数37件）は、昨年（相談件数17件、延件数31件）と比較して相談件数が増加したこれは、相続登記が義務化された事と空き家の利活用や不動産及び家財道具の処分に困っている人多い事が理由と考察される。
1. 昨年同様、町内で空き家対策（予防・管理・売却・賃貸や利活用）をどの様にしたらいいのか今まで悩んでいた人たちが、相談会に参加した事は意義があった。
②主な課題
1. 空き家のまま放置する事はまずいという事を、町民の方々に対して今後も意識付けを行う必要がある。
1. 本年（相談件数28件、延件数37件）は、昨年（相談件数17件、延件数31件）と比較して相談件数が増加した。町と協議をして、集客方法について協議が必要であると考察する。
1. 所有者不明の空き家物件を町と協力してどのようにして対処していくのか。
1. 空き家の相談会と空き家バンクの登録は表裏一体といえる。空き家所有者にいかに相談会に来て頂き、かつ権利関係を整理したうえで空き家バンクに登録させるかについて町と空き家バンク実施事業者と協議をする必要があると考察する。
1. 空き家相談会の相談内容を確認していると相続登記ができていない案件がことのほか多い。原因は遺族間の相続協議が難航（代襲相続人が多くて手が付けられない・ほかの相続人の行方不明などで印鑑がもらえない）が考察される。
1. 空き家を、売却等するまでの間、管理する必要がある。空き家管理を外部業者に委託する場合でも自分たちで管理する場合でも費用が発生する。空き家の維持管理に時間と費用が掛かるというジレンマがある。
1. 建物を解体したいが、土地の値段が安すぎるがために、土地を売却しても追加で費用支払いをしなければならない。町や県には空き家の解体や家財道具の処分に関する補助金制度がない。土地の売却ができない場合、建物の解体費用に加え、固定資産税が大幅に上がるというジレンマがある。

４．今後の展開
1. 今回の活動は、当社団の専門家が中心であった。来年度も、町で予算を取って、空き家対策事業を実施したいという。地元の団体や士業とも連携して、空き家の解消・地域の発展に結び付けていきたい。
1. 空き家問題に限らず、何かあったとき誰に・何を・どのようにして相談したらいいのかわらかないと考える方はいると思われる。どのようにしたら相談しようという思いになるのか、考えてみる必要がある。
1. 定期的に町内で無料相談会を開催することは非常に意義深いものがある。空き家解消にむけて、まずは何でもいいので、相談してみようという雰囲気を作り出す必要がある。
1. 
	■事業主体概要・担当者名

	設立時期
	2012年6月

	代表者名
	磯脇賢二

	連絡先担当者名
	磯脇賢二

	連絡先
	住所
	〒983-0838
	宮城県仙台市宮城野区二の森2-20

	
	電話
	022-762-8791

	
	メール
	contact@fukkou.nows.jp

	ホームページ
	http://xn--pckwbps6o0cv978arjlvmj87cnvqtn8e.com


※事業に関してご質問等がある場合は、上記連絡先にご連絡ください。

 

事業名 称  令和６年度 加美町空家等相談会運営業務  

事業主体 名  一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

対象地 域  宮城県 加美 郡 加美町  

事業概 要     空き家を空き家バンクに登録させ不動産流通ベースに乗せる事で空き家 状態解消を目指す。      空き家の適正管理や活用（賃貸･売買）もしくは解体に至るまで様々な相 談に対応するように相談会を実施する｡      相談会を通じて空き家をどの様に有効活用するかどう管理するか、共に考 え所有者 や 地域にとってベストな対応を行う 。      空き家が出ない様 に 相続登記の徹底や空き家バンクへの登録を主眼とし、 空き家発生予防の見地から成年後見、遺言書の作成等の指導も併せて実施 する 。  

事業の特 徴     行政と地域の専門家等との連携体制の構築      相談会の実施   令和 6 年 10 月から 令和 7 年 1 月 まで計 4 回  

成 果  空き家解消に関する提案      相談会 4 回開催   相談件数 28 件、延件数 3 7 件、現場調査 5 件   内訳 10 月 8 組実組数 8 組 ・ 11 月 14 組（うち１組は 2 回目）実組数   13 組 ・ 12 月 6 組（うち 2 組は 2 回目）実組数 4 組 ・ 1 月 9 組（うち 6 組は 2 回目） 実組数 3 組      空き家バンク登録   件 保留   件    

今後の 主な 課題  ・令和 4 年度調査結果により空き家件数が 456 件と公表された。平成 27 年調査 417 件と比較して 39 件と増加した。 10 年以上手つかずの物件が多い 事 に加えて、 加美町の人口流失も原因の一つ だ と 考察する 。 いかに 空き家解消に 繋げるか 。   ・長い間（ 10 年以上）放置していた空き家が多い。 それ故に 空き家の再活用が難し く、 また 空き家を処分 しないと行けない 案件が多い。 だが 、処分 するには 200 万円程 費用 が かかる。その 為 土地を売却しても解体費用等を捻出 出来ない 事例が多い。  

  １ ．事業の内容   （ １ ） 事業 の概要と手順   ①   専門家による連携体制の構築   当社団は、専門家の連携による相談体制の構築と相談に対応・相談に基づき課題解決につなが るアドバイス・補助金情報の提供。空き家改修のためのプレゼン。空き家の発生抑制、除却、 利活用等の実施と結果を相談者に報告。これにより空き家住宅所有者をはじめ市民の方々の 受容する効果は、①きめ細やかなサービスの受領②住み良さ暮らしやすさの向上③地域への 愛着の向上④多様な交流促進⑤心の豊かさの向上⑥地域または相談者の課題解決または課題 整理⑦賃貸収入および不動産売却益が見込める。空き家利用者が需要する効果は①格安で空 き家を借りられる 。特に地方の場合は移住促進のために相場よりも物件価格が安く設定され ていたり、不動産仲介業者へ仲介手数料を払わずに物件を買ったり、借りたりできる。②空き 家バンクを通じて移住者が増えると、地域の人口が増え、地域活性化につながる。       ②   相談会の実施  

完了実績報告書  

